
 

令和６年度宮城県医療機関物価高騰対策事業実施要領 

 

（趣旨） 

第１ この要領は、食材料費の高騰により厳しい経営状況にある医療機関の負担を軽減す

るため、地域医療介護総合確保事業（医療分）補助金交付要綱（以下「要綱」という。）

第１２の規定により、予算の範囲内において医療機関物価高騰対策事業を実施すること

とし、補助の要件等を定めるものとする。 

 

（交付の対象） 

第２ 宮城県内に所在する別表１に掲げる医療機関であること。 

 

（交付額の算定方法） 

第３ 補助金の交付額及び交付に係る要件等は、別表１のとおりとする。 

 

（交付申請及び実績報告） 

第４ 地域医療介護総合確保事業（医療分）補助金交付要綱の一部を改正する要綱（令和

６年７月１１日施行。以下「令和６年度改正要綱」という。）附則第２項による交付申請

書の様式は、別表２で定める事項を知事が別に定める方法により提出するものとし、そ

の提出期限は、知事が別に定める日までとする。 

２ 令和６年度改正要綱附則第３項の規定により交付申請書に添付しなければならない書

類は、知事が別に定めるものとする。 

３ 補助金等交付規則（昭和５１年宮城県規則第３６号。以下「規則」という。）第３条第

３項の規定により知事が添付を省略させることができる書類は、同条第２項第１号から

第３号までに掲げる書類とする。 

４ 第１項の交付申請書は、令和６年度改正要綱附則第５項の規定による補助事業実績報

告書の様式及びそれに添付しなければならない書類を兼ねるものとし、その提出期限は、

知事が別に定める日までとする。 

５ 次の各号のいずれかに該当する者は、交付申請をすることができない。 

（１）暴力団排除条例（平成２２年宮城県条例第６７号）に規定する暴力団又は暴力団員等 

（２）県税に未納がある者 

 

（交付の条件） 

第５ 令和６年度改正要綱附則第４項の規定により付する条件は、次のとおりとする。 

（１） 事業に係る証拠書類等については、事業の完了の日の属する年度の終了後５年間保

管しておかなければならない。 

（２）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けてはならない。 

  



 

（交付の決定及び額の確定） 

第６ 知事は、第４の交付申請及び実績報告があったときは、その内容を審査し、内容が

適当であると認めるときは補助金の交付を決定し、その旨を通知するものとする。 

２ 知事は、前項の決定をする場合において、必要に応じ条件を付することができる。 

３ 第１項の交付の決定は、規則第１３条に規定する額の確定を兼ねるものとする。 

 

（要領に定めのない事項） 

第７ この事業の実施に関し、この要領に定めのない事項については、別途定めるもの 

とする。 

 

附 則 

この要領は、令和６年７月１１日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 

  



 

別表１ 

１ 交付対象 令和６年４月１日時点で東北厚生局長から保険医療機関として指定

されている病院及び有床診療所（国が開設又は運営するものを除く。） 

２ 交付額等 定額補助とし、補助額の算定の基礎となる病床数は、令和６年４月１

日時点の医療法（昭和２３年法律第２０５号）上の許可病床数とする。 

１病床当たり   ３，２００円 

 

別表２ 

分類 交付申請書項目 備考 

― 申請日  

申
請
者
に
つ
い
て 

申請者氏名・法人名  

申請者氏名・法人名（フリガナ）  

（法人の場合）代表者職名  

（法人の場合）代表者氏名  

（法人の場合）代表者氏名（フリガナ）  

申請者郵便番号  

申請者住所 医療機関の所在地 

担当者部署名  

担当者氏名  

担当者電話番号  

担当者メールアドレス  

医
療
機
関
・
補
助
金

額
に
つ
い
て 

  

施設区分 「病院」、「有床診療所」から選択 

医療機関名  

保険医療機関番号  

許可病床数 令和６年４月１日時点 

交付申請額 許可病床数×３,２００円 

振
込
先
口
座
情
報
に
つ
い
て 

金融機関名  

支店名  

金融機関コード  

支店コード  

口座種別 「普通」、「当座」から選択 

口座番号  

口座名義人  

振込先通帳の写し ファイルを登録 

― 誓約事項  

 


